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Ⅰ はじめに                              

１ 策定の趣旨  

第２期宮城県特別支援教育将来構想（以下「将来構想」という。）は、その計画

期間を令和７年度から令和１６年度までの１０年間としています。  

将来構想では、共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システムの構築の

ための特別支援教育の推進により、公平性を高め、特別な配慮や支援を必要とす

る全ての幼児児童生徒が、地域において教育を受けることで、夢や希望の実現に

向けて主体的に生きていく姿を、県として総合的に支援していくため、「構想の基

本的な考え方」を次のとおりとしています。  

 

将来構想の実現に当たっては、「構想の基本的な考え方」のもと、重点的に行う

べき取組や優先度の高い取組を効果的かつ効率的に実施していくことが必要で

す。 

このことから、その時々の社会情勢等に的確に対応したものとするため、将来

構想の計画期間を前期（令和７年度～令和１１年度）と後期（令和１２年度～令

和１６年度）の２つの期間に分けて実施計画を策定し、その着実な実施と進捗管

理に取り組みます。 

一方で、県立特別支援学校の狭隘化の解消に当たっては、再編整備等される県

立高等学校及び市町村立小・中学校施設の利活用が有効です。このため、策定予

定の次期県立高校将来構想の実施計画、市町村立小・中学校の再編整備計画及び

空き教室の状況等を見据えた狭隘化対策を講じていくため、前期・後期の期間に

よらず必要に応じ、本実施計画を随時、見直していきます。 

なお、これまで、将来構想実施計画とは別に策定していた、「県立特別支援学校

教育環境整備計画」については、本実施計画に統合するものです。  

 

２ 計画の構成  

この計画は、将来構想で掲げた「自立と社会参加」、「誰一人取り残さない学校

づくり」、「誰もが認め合う地域づくり」の３つの目標ごとに主な取組の内容や年

次計画等を示しています。    

 

 

障害の有無によらず、全ての幼児児童生徒の心豊かな生活と共生社会の実

現を目指し、柔軟で連続性のある多様な学びの場の中で、一人一人の様々な

教育的ニーズに応じた適切な教育を展開する。  

構想の基本的な考え方  
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３ 計画の期間  

将来構想の計画期間の前半である、令和７年度から令和１１年度までの５年間

を計画期間とします。  

 

４ 進捗管理  

各事業に定性的・定量的な達成目標や取組方針を設け、事業担当課において年

度ごとに評価を行います。また、特別支援教育将来構想審議会において、事業の

実施状況等を把握しながら、適正な進捗管理を行っていきます。  

なお、具体的な事業内容については、毎年度更新していきます。  

 

Ⅱ 実施計画（前期）の取組の視点                     

 特別支援教育においては、自立と社会参加を目指し、障害の特性や状態に応じた乳

幼児期から学校卒業後まで切れ目ない一貫した支援及び連続性のある多様な学びの

場の一層の充実・整備による、一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育を展開

します。特に、県立知的障害特別支援学校の狭隘化は喫緊の課題となっており、その

解消に優先的に取り組んでいきます。  

さらに、共生社会の実現に向けて障害のある者もない者も共に学ぶ仕組みを構築し

ていくことで障害理解の啓発につながり、地域に根差したインクルーシブ教育を推進

することができると考えます。  

これらを踏まえて、将来構想で掲げる３つの目標を実現するため、実施計画（前期）

においては、次の３点について優先的に取り組むこととします。  

 

優先取組１ 切れ目ない一貫した支援体制の確立 

〇 就学前から学校卒業後までの長期的な視点からの一貫した支援を行うための各

教育等段階における個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用、教育支

援計画等の次の段階への確実 な引継ぎの実施 

〇 個別の教育支援計画作成及び合理的配慮検討時の児童生徒本人の参画と自ら選

択する力と意思を表明する力の育成

 
【目標１ 自立と社会参加】 
幼児児童生徒が夢や希望を抱きながら、心豊かな生活を実現するための一
貫した指導及び支援体制の整備  
 

【目標２ 誰一人取り残さない学校づくり】 
幼児児童生徒の多様な教育的ニーズに的確に対応した体制・環境の整備  
 

【目標３ 誰もが認め合う地域づくり】 
生活の基盤となる地域社会への参加を促進するための環境整備と共生社会
の実現に向けた関係者の理解促進  

3 つの目標  
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〇 卒業後の生活を安定したものとするため、個別の教育支援計画等の活用による

必要な配慮の関係機関への引継ぎの実施 

〇 乳幼児期からの早期支援のための、教育、福祉、医療機関等との連携の強化及

び支援体制の構築  

 

優先取組２ 多様な教育的ニーズに対応した教育環境等の充実・整備 

〇  児童生徒の増加に伴う県立知的障害特別支援学校の狭隘化の解消等による教

育環境の改善  

〇 小・中学校等及び高等学校等の通常学級や通級による指導のほか、小・中学校

等の特別支援学級における合理的配慮への対応や児童生徒の教育的ニーズに応

じた指導及び支援の充実  

〇  個々の能力を伸ばすための高度な学びの機会提供等に係るＩＣＴ活用やユニ

バーサルデザインの視点を取り入れた学級経営・授業づくりの促進  

〇 高度化・複雑化している医療的ケアが特別支援学校において、より安全・安心

に実施できる体制の整備  

〇 小・中学校等及び高等学校等における障害特性等への教員の理解、特別支援教

育に関する基礎的な知識、合理的配慮に対する理解などの専門性の向上  

 

優先取組３ インクルーシブ教育システムの構築 

〇  障害の有無によらず児童生徒が可能な限り共に教育を受けられる条件整備の

推進 

〇  交流及び共同学習の更なる推進による学校と保護者及び地域へのインクルー

シブ教育への理解促進  

〇 特別支援学校のコミュニティ・スクール設置推進等による、地域社会と一体と

なった魅力ある学校づくりによる、共生社会の実現  

〇 特別支援学校のセンター的機能を生かした、市町村教育委員会が行う研修事業

への支援 

〇 市町村が実施する特別支援教育に関する研修事業、就学相談及び各学校が実施

する医療的ケアへの支援  
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Ⅲ 具体的な取組                            

 将来構想で掲げる「自立と社会参加」、「誰一人取り残さない学校づくり」、「誰もが

認め合う地域づくり」の３つの目標の実現を目指し、具体的な取組と事業内容につい

て示します。  

 なお、将来構想では、「特別な配慮や支援を必要とする全ての幼児児童生徒」を対象

としていますが、本実施計画では、その中でも障害のある幼児児童生徒を対象とする

特定の事業等においては、「障害（のある）」を使用しています。  
 
※  表の中の「優先取組」欄については、「Ⅱ実施計画（前期）の取組の視点」の優先取組の番号を
記載しています。  
また、一つの事業が複数の目標等に該当する場合は、主たる目標等の「項目」欄に「主」、従た
る目標等の「項目」欄に「再」と記載しています。  

 

目標１ 自立と社会参加                         

１ 関係機関の連携強化による切れ目ない支援の充実  

 

優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

1 ① 

視覚障害・聴覚

障害のある乳幼

児に対する教育

相談充実事業 

特別支援教

育課 

○ 視覚障害、聴覚障害のある乳幼児とその保護者に対し、早期から

質の高い教育相談の場等を提供する。 

・ 視覚支援学校、聴覚支援学校の乳幼児教育相談担当者の乳幼児の

発達や障害に係る専門性向上 

・ 移動教育相談、オンライン教育相談の実施 

・ 幼児教育施設、小学校等での研修会開催 

・ 普及パンフレットの作成 

R7～ 

R11 

3 

①

②

③

④ 

主 
特別支援教育 

総合推進事業 

特別支援教

育課 

○ 共生社会の実現を目指した共に学ぶ教育の推進に向けて、切れ目

ない支援体制の確立に向けた施策の展開と、県立特別支援学校のセ

ンター的機能の強化、教員の専門性の向上を図る。 

・ 宮城県特別支援連携協議会の開催 

・ 広域特別支援連携協議会の開催 

R7～

R11 

1 

② 

③ 

主 

特別支援教

育課、総合

教育センタ

ー 

○ 特別支援教育コーディネーターとしての専門性向上を図るとと

もに、新たに担うことができる人材を養成する。 

・ 特別支援教育コーディネーターの役割についての講義 

・ 校内体制についての研究協議 

・ 各校種（幼、小、中、高、特支学）ごとのコーディネートの実際 

・ 福祉と教育の連携 

R7～ 

R11 

幼児児童生徒が夢や希望を抱きながら、心豊かな生活を実現するための
一貫した指導及び支援体制の整備 

①乳幼児期の連携  

②就学前（幼児教育施設）の連携 

③就学中の連携  

④卒業後の連携 

項目 
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優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

 

①  

②  

③  

④  

主  

発達障害児者 

総合支援事業 

精神保健推

進室 

○ 発達障害（疑いを含む）のある方やその家族がライフステージに

応じて身近な地域で支援を受けられる体制構築を図る。 

・ 発達障害者支援推進会議の開催 

・ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関

係機関への技術支援 

・ 障害児等・家族・支援者への療育支援の実施 

・ ペアレント・プログラム等の実施支援と実施者養成 

R7～ 

R11 

1 

2 
② 研修研究事業 

総合教育セ

ンター、教

職員課 

〇 総合教育センターにおける専門研修の実施 

・ 幼稚園等新規採用教員及び中堅教諭等の専門性の向上 

 

R7～ 

R11 

1 
②

③ 

教育相談調査 

研究等事業 

総合教育セ

ンター 

○ 幼児児童生徒及びその保護者並びに教職員や学校を対象とし、

様々な困難への対応等に係る教育相談を実施し、支援する。 

・ 総合教育センター指導主事による定期巡回教育相談、要請教育相

談、来所相談、電話相談の実施 

R7～ 

R11 

3 
② 

再 

障害児教育支援 

相談活動事業 

特別支援教

育課 

○ 特別な配慮や支援を必要とする幼児児童生徒の就学先の適切な

決定に向け、特別支援教育コーディネーターの派遣や障害児就学担

当者説明会及び研修会を開催するなど、積極的に市町村教育委員会

を支援する。 

・ 障害児就学担当者説明会及び研修会の開催 

・ リーフレット「就学相談ガイド～よりよい就学のために～」の作

成・活用 

・ 市町村教育委員会へ特別支援教育コーディネーターの派遣 

・ 就学支援の手引き改訂 

R7～ 

R11 

 

② 

③ 

再 

就学支援審議会 

特別支援教

育課、市町

村教委 

○ 市町村教育委員会が就学相談事業を進める際に生じる困難な事

例について、医学、心理学、教育等の専門家等の委員が審議し、各

事例について助言を行う。 

・ 市町村教育委員会の諮問に応じて就学支援審議会の開催 

R7～ 

R11 

1 

２ 

３ 

③ 

自立と社会参加

につながる「共

に学ぶ教育」 

推進モデル事業 

特別支援教

育課、義務

教育課、高

校教育課 

○ 小・中・高等学校いずれの学びの場においても多様な教育的ニー

ズに応じた教育方法や校内体制の確立に向けた支援を行うととも

に、小・中連携及び中・高連携の強化に向けた取組を行い、切れ目

ない支援体制の構築を図る。 

・ 特別支援教育コーディネーター合同連絡会の実施 

・ 外部専門家を活用した引継ぎの在り方検討 

・ 外部専門家による研修等の実施 

R7～ 

R8 

1 
④ 

主 

特別支援学校進

路指導充実事業 

特別支援教

育課、県立

特別支援学

校 

○ 進路指導主事の資質の向上と関係機関のネットワークの構築、障

害者雇用に係る理解啓発、地域支援等を行い、教育、福祉、労働機

関等との連携を図る。 

・ 特別支援学校地域連携協議会の開催 

・ 各学校での講演会等の実施 

・ 進路支援研修会の実施 

R7～

R11 

1 ④  

特別支援学校に

おける就労定着

支援 

県立特別支

援学校 

 

〇 学校卒業後の就労・生活支援への円滑な移行を見通し、関係機関

等と連携して一人一人のニーズに応じた支援のための「個別の教育

支援計画」の活用に取り組む。また、生徒の就労先を訪問し、就労

定着を支援する。 

・ 個別の教育支援計画の作成・活用 

・ 就労した卒業生へのアフターケア 

R7～ 

R11 
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２ 卒業後の心豊かな生活への円滑な移行を支援する体制の充実  

 

優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業

期間 

 

① 

② 

再 

宮城県特別支援

学校文化祭事業 

特別支援教

育課、県内

の特別支援

学校 

○ 県内特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の日頃の学習の成果

を発表し、特別支援学校について広く県民に啓発する。 

・ 作業製品販売会、ステージ発表 

・ 特別支援学校パネル展示、特別支援学校紹介VTR放映 

R7～ 

R11 

 

 

① 

② 

学びを通じた 

みやぎの共生 

社会推進事業 

生涯学習課 

○ 障害の有無によらず、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指す

ほか、学校を卒業しても学び続けることができる持続可能で循環で

きる仕組みを形成する。 

・ 地域コンソーシアムの開催 

・ 地域の実情に応じた学習プログラムの開発・実施 

・ まなびのWEB宮城による情報発信 

R7 

1 ③ 

特別支援学校に 

おける進路支援 

・移行支援 

県立特別支

援学校 

○ 児童生徒一人一人の進路希望に基づいた適切な学習支援と情報

提供及び進学先等へのフォローアップを行う。 

・ 将来を見通した「キャリア･パスポート」の活用 

・ 個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成・活用 

R7～

R11 

1 
③ 

再 

特別支援学校 

進路指導充実 

事業 

特別支援教

育課、県立

特別支援学

校 

○ 進路指導主事の資質の向上と関係機関のネットワークの構築、障

害者雇用に係る理解啓発、地域支援等を行い、教育、福祉、労働機

関等との連携を図る。 

・ 特別支援学校地域連携協議会の開催 

・ 各学校での講演会等の実施 

・ 進路支援研修会の実施 

R7～

R11 

 

 

目標２ 誰一人取り残さない学校づくり 

１ 多様な教育的ニーズに応じた学びの場の実現  

 

①生涯学習の推進のための取組の充実   

②卒業後の充実した余暇活動のための支援  

③卒業後の可能性を広げるための支援  

項目 

幼児児童生徒の多様な教育的ニーズに的確に対応した体制・環境の整備 

①県立特別支援学校における教育環境の整備  

②学びの場を主体的に選択できる進路支援の充実  

③ＩＣＴ利活用等による特別支援教育の質の向上  

④小・中学校等における特別な配慮や支援を必要とする児童生徒の学びの充実  

⑤高等学校等における特別な配慮や支援を必要とする生徒の学びの充実  

⑥安全・安心な医療的ケアの実施体制等の整備 

項目 



Ⅲ 具体的な取組 
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優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

2 ① 
障害児地域教育 
充実事業 

特別支援教
育課 

〇 県立特別支援学校の児童生徒数の増加に対応するため、県立特別
支援学校の小規模維持補修に係る修繕工事等を行う。 
・ 教室等の整備 

R7～ 
R11 

特別支援教
育課、県立
特別支援学
校 

〇 県立特別支援学校の狭隘化等に対応するため、既存学校の余裕教
室を活用した分校等の設置や老朽化した校舎等の改築を行う際に必
要となる教材物品等の整備を行う。 
・ 視覚支援学校、聴覚支援学校（校舎改築に伴うもの） 

R7～ 
R11 

2 ① 
仮設校舎管理 

事業 

特別支援教

育課 

〇 県立特別支援学校の狭隘化に対応するため、仮設プレハブ校舎を

管理し、教育環境の改善を図る。 

・ 名取支援学校、利府支援学校、古川支援学校、小牛田高等学園の

仮設プレハブ校舎賃貸借 

R7～ 

R11 

2 ① 校舎改築事業 施設整備課 

〇 老朽化の著しい県立特別支援学校について、計画的に建替・大規

模改修等を行う。また、児童生徒数が増加している古川支援学校の

狭隘化の解消を図るため、隣接する旧大崎市立志田小学校の閉校後

の校舎等を活用し、必要な教室等を整備する。 

・ 既存校舎等の改築や改修などの老朽化対策 

・ 視覚支援学校の改築 

・ 古川支援学校の長寿命化改修、旧大崎市立志田小学校の閉校後の

校舎等の改修 

・ 聴覚支援学校の改築 

R7～ 

R11 

２ 

①

③ 

再 

学校巡回指導 

事業 

特別支援教

育課、総合

教育センタ

ー 

○ 県立特別支援学校の課題に応じた研修会及び授業検討会等を実施

し、教員の授業力向上と児童生徒への指導及び支援の充実と改善を

図る。 

・ 指導主事による県立特別支援学校の教育課程、学習指導等に関す

る指導及び支援の実施 

R7～ 

R11 

 

① 

④ 

⑤ 

教育課程の研究 
特別支援教

育課 

○ 学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施に関し理解を含める

とともに、それらの内容について研究協議を行い、特別支援教育の

充実と改善を図る。 

・ 特別支援教育課程中央説明会への教員派遣 

・ 特別支援教育課程宮城県説明会の実施 

・ 特別支援学校教育課程研究協議会の実施 

R7～ 

R11 

1 

2 

3 

①

④ 

⑤ 

主 

特別支援教育 

総合推進事業 

特別支援教

育課、総合

教育センタ

ー 

○ 共生社会の実現を目指した共に学ぶ教育の推進に向けて、切れ目

ない支援体制の確立に向けた施策の展開と、県立特別支援学校のセ

ンター的機能の強化、教員の専門性の向上を図る。 

・ 個別の教育支援計画活用支援事業 

・ 特別支援学校専門性向上研修会の開催 

・ インクルーシブ教育研修会の開催 

 

R7～ 

R11 

2 

3 

①

④ 

主 

居住地校学習 

推進事業 

特別支援教

育課、義務

教育課、県

立特別支援

学校、市町

村教委、小・

中学校等 

○ 県立特別支援学校の児童生徒と居住地の小・中学校の児童生徒と

の交流及び共同学習を通して、学校生活の充実等、地域における特

別支援教育に対する理解促進を図る。 

・ 居住地の小・中学校の児童生徒との交流及び共同学習の実施 

・ 教育事務所及び各校担当者による連絡会議の実施 

R7～ 

R11 

 ② 
高等学園等合同 

学校説明会 

特別支援教

育課、県内

特別支援学

校 

○ 中学校特別支援学級等の生徒及びその保護者や関係者を対象に、

高等学園等の特色や魅力を発信し、生徒の主体的な進路選択を支援

する。 

・ 学校紹介 

・ 各学校ブースでの相談対応 

R7～ 

R11 



Ⅲ 具体的な取組 
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優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

2 ③ 

県立学校ＩＣＴ 

機器整備推進 

事業 

教 育 企 画

室、県立学

校 

〇 県立学校の授業等教育活動に資するＩＣＴ機器の整備・更新を行

い、ＩＣＴ環境の充実を図ることで、教職員及び児童生徒のＩＣＴ

利活用を推進する。 

・ 県立学校の大型掲示装置（プロジェクタ等）の更新 

・ 県立特別支援学校の入出力支援装置の整備・更新 

R7～ 

R11 

2 ③ 
教育情報ネット 

ワーク運用事業 

教 育 企 画

室、県立学

校 

〇 教育の情報化を背景として、県立学校の情報インフラを統合的に

管理・運用を行うことで、各学校に等しく安定的かつ快適なネット

ワーク環境の充実を図る。 

・ 県立学校情報ネットワーク（SWAN）の運用管理 

・ 県立学校の校内無線アクセスポイントの更新 

R7～ 

R11 

2 ③ 

特別な支援を要

する児童生徒に

対するＩＣＴ活

用教育推進事業 

特別支援教

育課 

○ 特別な配慮や支援を必要とする児童生徒の教科指導におけるＩＣ

Ｔ機器活用推進による学校教育の質の向上や、切れ目ない学びと学

習の質を確保するために、個別最適な学びの提供と在籍校とのつな

がりと学習の継続を図る。 

・ 機器、教材（アバターロボット、AIドリル）の整備 

・ ＩＣＴ支援員の派遣 

R7 

 ④ 
校内教育支援セ

ンター支援事業 

義 務 教 育

課、教育事

務所、市町

村教委、小・

中学校等 

○ 学校に登校していない児童生徒、教室で過ごすことに不安を抱え

る児童生徒等の社会的自立を目指し、学習支援と自立支援を図る学

び支援教室等の校内教育支援センターを組織的に運営することで、

学校に登校していない児童生徒等への支援の充実を図る。 

・学び支援教室の設置 

・研修会、連絡会議の実施 

・市町村教育委員会の要請による別室支援員の派遣 

・市町村で配置する支援員への補助 

R7～ 

R9 

1 

2 

④ 

⑤ 

主 

自立と社会参加

につながる「共に

学ぶ教育」推進 

モデル事業 

特別支援教

育課、義務

教育課、高

校教育課 

○ 小・中・高等学校いずれの学びの場においても多様な教育的ニー

ズに応じた教育方法や校内体制の確立に向けた支援を行うととも

に、小・中連携及び中・高連携の強化に向けた取組を行い、切れ目

ない支援体制の構築を図る。 

・ 児童生徒一人一人の多様な教育的ニーズに応じた教育方法の検討

と実践 

・ 外部専門家による研修会の実施 

R7～ 

R8 

1 

2 

④ 

⑤ 

通級による指導 

の推進 

特別支援教

育課、義務

教育課、高

校教育課、

市 町 村 教

委、小・中学

校等、高等

学校等 

〇 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が通級による指導を受

けられる体制を構築する。 

・ 学級担任等と通級による指導担当教員の連携 

・ 小・中学校等、高等学校等での切れ目ない通級による指導の実施 

 

R7～ 

R11 

2 
⑤ 

再 

学びの多様性を

活かした教育 

プログラム開発

事業 

特別支援教

育課、高校

教育課 

○ 発達障害の可能性のある児童生徒に対し、特性に配慮した教育プ

ログラムや支援体制を整えることにより、学校づくり、授業づくり

を推進する。 

・ 学びの多様性を活かした教育プログラムの開発 

・ 発達障害理解研修会の実施 

 

R7～ 

 R8 

 ⑤ 

入院生徒に対 

する教育保障 

体制整備事業 

高校教育課 

〇 学習意欲がありながら、長期療養のため通学することが困難な高

校生に対する学習機会の補償 

・ 入院生徒への訪問指導、遠隔教育に係る機器整備 

・ 医教連携コーディネーターの配置 

R7～ 

R11 



Ⅲ 具体的な取組 
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優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

2 
⑥ 

主 

医療的ケア推進

事業 

特別支援教

育課、県立

特別支援学

校 

〇 県立特別支援学校において、医療的ケアを必要とする幼児児童生

徒が安心して学校生活を送ることができるよう、必要な看護師を配

置するとともに、医療的ケアコーディネーターを中心とした校内の

医療的ケアの実施体制を整備する。 

・ 看護師の配置 

・ 看護師及び教員に対する医療的ケアに関する研修会の開催 

・ 医療的ケア運営会議の開催 

・ 指導的役割を担う看護師の育成等に関する検討 

R7～ 

R11 

2 ⑥ 

医療的ケア児 

通学支援モデル 

事業 

特別支援教

育課、県立

特別支援学

校 

〇 県立特別支援学校において、医療的ケアを必要とすることにより

通学が困難な児童生徒及びその家族の負担軽減を図るため、介護タ

クシーに看護師が同乗し、通学を支援する取組をモデル的に実施す

る。 

・ 通学時の介護タクシーへの看護師の同乗・医療的ケアへの対応 

R7 

 
⑥ 

再 

小児慢性特定 

疾病児童等自立

支援事業 

疾病・感染

症対策課 

〇 小児慢性特定疾病児童等及びその家族、関係者への療養や就学・

就労等に係る情報の提供・助言等、小児慢性特定疾病児童等を支援

する教育機関への疾病に係る情報提供及び周知啓発を行う。 

・ 小慢さぽーとせんたーの設置・運営（委託）による相談支援 

・ 講演・研修会の開催、情報提供等 

R7～ 

R11 

 
⑥ 

再 

医療的ケア児等 

支援体制整備 

推進事業 

精神保健推

進室 

〇 身近な地域での医療的ケア児者の支援体制の整備及び医療型短期

入所サービスの円滑な利用体制を構築する。 

・ 宮城県医療的ケア児等支援検討会議（協議の場）の開催 

・ 医療的ケアコーディネーターの配置による医療型短期入所サービ

ス利用希望者への支援、事業所対象研修等の開催 

・ 医療的ケア児等相談支援センターの設置・運営による相談支援、

支援者等への研修、医療的ケア児等コーディネーターの養成 

 

R7 

 

 

２ 学習の質を高めるための教員の専門性向上  

 

優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

2 

① 

② 

③ 

研修研究事業 

総合教育セ

ンター、教

職員課 

〇 総合教育センター研修等による特別支援教育に係る専門性や指導

力の向上 

・ 校種、職種、階層、経験年数等ごとの研修の開催 

R7～ 

R11 

①全ての教員の特別支援教育に関する基礎的な知識、合理的配慮等に関する理解

の促進 

②特別支援教育を担う教員の専門性の向上と蓄積  

③職能や教職経験年数に応じた特別支援教育に関する教員の資質能力の向上   

④専門性向上を支える校内体制の整備 

項目 
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優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

 ② 

県立特別支援 

学校外部専門家 

活用事業 

特別支援教

育課、県立

特別支援学

校 

 

○ 教育相談体制を充実させ、いじめの未然防止や事案発生時の対応、

学校に登校していない幼児児童生徒への支援等について、教員へ助

言等を行う。また、震災による心のケアが必要な幼児児童生徒が在

籍する県立特別支援学校にスクールカウンセラーを配置する。 

・ 外部専門家の配置 

R7～ 

R11 

２ ② 
教職員免許法 

認定講習 
教職員課 

〇 特別支援学校教諭普通免許状取得のための講座を開設し、同免許

状の保有率向上を図る。 

・特別支援学校教諭普通免許状取得のための講座の開設 

R7～ 

R8 

2 
② 

主 

学びの多様性を 

活かした教育 

プログラム開発 

事業 

特別支援教

育課、高校

教育課 

○ 発達障害の可能性のある児童生徒に対し、特性に配慮した教育プ

ログラムや支援体制を整えることにより、学校づくり、授業づくり

を推進する。 

・ 学びの多様性を活かした教育プログラムの開発 

・ 発達障害理解研修会の実施 

R7～ 

 R8 

２ 
② 

主 

学校巡回指導 

事業 

特別支援教

育課、総合

教育センタ

ー 

○ 県立特別支援学校の課題に応じた研修会及び授業検討会等を実施

し、教員の授業力向上と児童生徒への指導及び支援の充実と改善を

図る。 

・ 指導主事による県立特別支援学校の教育課程、学習指導等に関す

る指導及び支援の実施 

R7～ 

R11 

 
② 

③ 

教育研修等推進 

事業 

特別支援教

育課 

○ 全国並みの教育水準の確保と教職員の質の向上を図るため、初等

中等教育の振興に資することを目的に、文部科学省や国立特別支援

教育研究所等が主催する研修などに教職員を派遣し、その研修の成

果を伝達、普及する。 

・ 文部科学省や国立特別支援教育研究所等が実施する会議・研修へ

の派遣 

R7～ 

R11 

1 
③ 

再 

特別支援教育 

総合推進事業 

特別支援教

育課、総合

教育センタ

ー 

○ 特別支援教育コーディネーターとしての専門性向上を図るととも

に、新たに担うことができる人材を養成する。 

・ 特別支援教育コーディネーターの役割についての講義 

・ 校内体制についての研究協議 

・ 各校種（幼、小、中、高、特支学）ごとのコーディネートの実際 

・ 福祉と教育の連携 

R7～ 

R11 

1 

2 

④ 

再 

自立と社会参加

につながる「共に

学ぶ教育」推進 

モデル事業 

特別支援教

育課、義務教

育課、高校教

育課 

○ 小・中・高等学校いずれの学びの場においても多様な教育的ニー

ズに応じた教育方法や校内体制の確立に向けた支援を行うととも

に、小・中連携及び中・高連携の強化に向けた取組を行い、切れ目

ない支援体制の構築を図る。 

・ 児童生徒一人一人の多様な教育的ニーズに応じた教育方法の検討

と実践 

・ 外部専門家による研修会の実施 

R7～ 

R8 

 

④  

再  

発達障害児者 

総合支援事業 

精神保健推

進室 

○ 発達障害（疑いを含む）のある方やその家族がライフステージに

応じて身近な地域で支援を受けられる体制構築を図る。 

・ 発達障害者支援推進会議の開催 

・ 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関

係機関への技術支援 

・ 障害児等・家族・支援者への療育支援の実施 

・ ペアレント・プログラム等の実施支援と実施者養成 

R7～ 

R11 
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目標３ 誰もが認め合う地域づくり 

 

１ 共生社会の実現を目指した理解促進  

 

優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

2 

3 

① 

再 

居住地校学習 

推進事業 

特別支援教

育課、義務

教育課、県

立特別支援

学校、市町

村教委、小・

中学校等 

○ 県立特別支援学校の児童生徒と居住地の小・中学校の児童生徒と

の交流及び共同学習を通して、学校生活の充実等、地域における特

別支援教育に対する理解促進を図る。 

・ 居住地の小・中学校の児童生徒との交流及び共同学習の実施 

・ 教育事務所及び各校担当者による連絡会議の実施 

R7～ 

R11 

 
② 

主 

宮城県特別支援 

学校文化祭事業 

特別支援教

育課、県内

の特別支援

学校 

○ 県内特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の日頃の学習の成果

を発表し、特別支援学校について広く県民に啓発する。 

・ 作業製品販売会、ステージ発表 

・ 特別支援学校パネル展示、特別支援学校紹介VTR放映 

R7～ 

R11 

 ② 
障害者雇用官民 

連携強化事業 
雇用対策課 

○ 障害者を積極的に雇用する優良事業所及び模範となる障害者の

表彰、県内経済団体への障害者雇用の維持・確保の要請により、障

害者の雇用促進と職業の安定を図る。 

・ 障害者雇用支援のつどいの開催 

・ 障害者雇用要請 

R7～ 

R9 

3 
② 

③ 

地域と連携した

インクルーシブ

教育推進事業 

特別支援教

育課、県立

特別支援学

校 

○ 県立特別支援学校に学校運営協議会を設置し、地域と連携しなが

ら魅力ある学校づくりに取り組むことにより、障害のある幼児児童

生徒を地域全体で健やかに育む体制づくりを行うとともに、地域に

おけるインクルーシブ教育の推進と共生社会の実現を図る。 

・ コミュニティ･スクールの指定 

・ 地域と連携した多様な取組の支援 

R7～ 

R9 

 ③ 学校評価事業 

特別支援教

育課、県立

特別支援学

校 

○ 自校の教育活動、学校運営についての自己評価及び学校評議員に

よる学校関係者評価を実施し、開かれた学校づくりを推進する。 

・ 学校評議員の委嘱、学校評議員会の開催 

R7～ 

R9 

1 

2 

3 

③ 

再 

特別支援教育 

総合推進事業 

特別支援教

育課、総合

教育センタ

ー 

○ 共生社会の実現を目指した共に学ぶ教育の推進に向けて、切れ目

ない支援体制の確立に向けた施策の展開と、県立特別支援学校のセ

ンター的機能の強化、教員の専門性の向上を図る。 

・ 個別の教育支援計画活用支援事業 

・ 特別支援学校専門性向上研修会の開催 

・ インクルーシブ教育研修会の開催 

R7～ 

R11 

生活の基盤となる地域社会への参加を促進するための環境整備と共生社
会の実現に向けた関係者の理解促進 

①インクルーシブ教育の更なる推進  

②インクルーシブ教育の推進に向けた理解啓発  

③特別支援学校が地域において果たす役割の強化  

項目 
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２ 市町村教育委員会へのサポート  

 

優

先

取

組 

項

目 
事業名 実施機関 取組内容 

事業 

期間 

2 ① 研修研究事業 
総合教育セ

ンター 

○ 福祉と教育の連携により特別支援教育コーディネーターの専門性

の向上を図る。（子ども総合センターとの共催） 

・ 特別支援教育コーディネーター研修会の開催 

R7～ 

R11 

3 

①

② 

再 

特別支援教育 

総合推進事業 

特別支援教

育課 

○ 共生社会の実現を目指した共に学ぶ教育の推進に向けて、切れ目

ない支援体制の確立に向けた施策の展開と、県立特別支援学校のセ

ンター的機能の強化、教員の専門性の向上を図る。 

・ 宮城県特別支援連携協議会の開催 

・ 広域特別支援連携協議会の開催 

R7～ 

R11 

3 
② 

主 

障害児教育支援 

相談活動事業 

特別支援教

育課 

○ 特別な配慮や支援を必要とする幼児児童生徒の就学先の適切な決

定に向け、特別支援教育コーディネーターの派遣や障害児就学担当

者説明会及び研修会を開催するなど、積極的に市町村教育委員会を

支援する。 

・ 障害児就学担当者説明会及び研修会の開催 

・ リーフレット「就学相談ガイド～よりよい就学のために～」の作

成・活用 

・ 市町村教育委員会へ特別支援教育コーディネーターの派遣 

・ 就学支援の手引き改訂 

R7～ 

R11 

 
② 

主 
就学支援審議会 

特別支援教

育課、市町

村教委 

○ 市町村教育委員会が就学相談事業を進める際に生じる困難な事例

について、医学、心理学、教育等の専門家等の委員が審議し、各事

例について助言を行う。 

・ 市町村教育委員会の諮問に応じて就学支援審議会の開催 

R7～ 

R11 

２ 
③ 

再 

医療的ケア推進 

事業 

特別支援教

育課 

〇 医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が地域の小・中学校等へ就

学できる環境を整備するため、研修会等を通して市町村教育委員会

への支援を行う。 

・ 地域における医療的ケア支援体制整備研修会の開催 

R7～ 

R11 

 
③

主 

小児慢性特定 

疾病児童等自立 

支援事業 

疾病・感染

症対策課 

〇 小児慢性特定疾病児童等及びその家族、関係者への療養や就学・

就労等に係る情報の提供・助言等、小児慢性特定疾病児童等を支援

する教育機関への疾病に係る情報提供及び周知啓発を行う。 

・ 小慢さぽーとせんたーの設置・運営（委託）による相談支援 

・ 講演・研修会の開催、情報提供等 

R7～ 

R11 

 
③ 

主 

医療的ケア児等 

支援体制整備推 

進事業 

精神保健推

進室 

〇 身近な地域での医療的ケア児者の支援体制の整備及び医療型短期

入所サービスの円滑な利用体制を構築する。 

・ 宮城県医療的ケア児等支援検討会議（協議の場）の開催 

・ 医療的ケアコーディネーターの配置による医療型短期入所サービ

ス利用希望者への支援、事業所対象研修等の開催 

・ 医療的ケア児等相談支援センターの設置・運営による相談支援、

支援者等への研修、医療的ケア児等コーディネーターの養成 

R7 

  

  

①研修等事業の充実  

②就学における相談支援の充実  

③医療的ケアの実施等に関する支援  

項目 
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県立特別支援学校の施設整備 

１ 施設整備に係るこれまでの取組  

本県では、狭隘化対策として、平成 2７年度から令和６年度までに、特別支援学

校や高等学園を新設したほか、仮設プレハブ校舎の整備、分校の設置等により  

６３教室、対象学区を全県とする高等学園を含めると、７７教室を整備しました。 

また、そのほか、使用頻度の低い会議室や作業室等を教室に転用するなどして、

児童生徒の増加に対応してきました。 

 

 知的障害特別支援学校（高等学園の整備を含む）の狭隘化対策  

年度 対 策 内 容 

Ｈ２８ 

①女川高等学園開校 高等部９教室を整備 

②岩沼高等学園川崎キャンパス

開校 

柴田農林高等学校川崎校の一部に、３教室を整備 

Ｈ２９ ③利府支援学校塩釜校開校 
塩竈市立第二小学校の一部に、小学部５教室を整

備 

Ｈ３０ 
④小松島支援学校松陵校開校 

旧仙台市立松陵小学校の敷地及び建物を借用し、

小・中学部１３教室を整備 

⑤西多賀支援学校知的教室設置 重度重複学級１学級を設置 

Ｒ１ 
⑥名取支援学校名取が丘校開校 

名取市立不二が丘小学校の一部に、小学部５教室

を整備 

⑦古川支援学校仮設校舎増改築 高等部４教室を整備 

Ｒ３ 

⑧学校法人三幸学園支援学校仙

台みらい高等学園（私立）新設

への助成 

旧宮城県教育研修センター跡地の利活用による

私立高等学園の誘致 

⑨小牛田高等学園仮設校舎設置 高等部実習棟２室を整備 

Ｒ６ ⑩秋保かがやき支援学校開校 
小学部１２教室、中学部６教室、高等部普通科６

教室、高等部産業技術科１２教室を整備 
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①高等学園の新設      ①高等学園産業技術科の実習室   ②高等学校の余裕教室を活用  

（女川高等学園）       整備（流通サービスコース）    した分教室の設置  

（女川高等学園）      （岩沼高等学園川崎キャンパス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

③小学校の余裕教室を活用     ④旧仙台市立小学校を活用     ⑥小学校の余裕教室を活用  

した分校の設置          した分校の設置         した分校の設置  

（利府支援学校塩釜校）      （小松島支援学校松陵校）    （名取支援学校名取が丘校）  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦仮設校舎の増改築      ⑧私立高等学園新設への助成      ⑨仮設校舎の設置  

（古川支援学校）        （仙台みらい高等学園）      （小牛田高等学園実習棟）  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑩支援学校の新設  

（秋保かがやき支援学校）  
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２ 今後の整備方針  

(1) 狭隘化への対応  

現在進めている小松島支援学校松陵校の本校化、名取支援学校名取が丘校及び

利府支援学校塩釜校における小学校の余裕教室を活用した教室の整備・拡充、古

川支援学校における隣接小学校校舎等の活用について、計画どおり供用開始がで

きるよう準備作業や関係部署との調整等を進めていきます。  

また、今後における特別支援学校設置基準を下回る学校（地域）に対する追加

対策と特別支援学校設置基準を大幅に上回る学校の在り方について、老朽化対策

の計画や活用可能な余裕教室及び遊休施設等の状況を踏まえた上で、各地域の狭

隘化への対応を含めた一体的な対策を検討していきます。  

具体的には、当面、増加傾向が見込まれている児童生徒数の推移を注視しなが

ら、県南地域及び仙台圏域について、具体的な狭隘化への対策の検討を進めてい

きます。

〇　既存校の現有面積と設置基準充足率の状況（R6.5.1現在）

学校名 校舎 運動場 校舎 運動場

視覚（仮設校舎） 4,168 2,200 202% 61%

聴覚 9,144 6,614 407% 184%

聴覚小牛田校 1,740 0 155% ※１

光明 10,148 4,774 132% 133%

船岡 7,685 1,975 168% 55%

拓桃

西多賀

山元

金成 3,617 3,539 176% 98%

角田 3,413 6,834 93% 190%

角田白石校 338 0 30% ※１

石巻 6,458 9,947 133% 276%

気仙沼 3,332 1,473 138% 41%

古川 4,322 0 64% ※１

名取 5,331 1,137 85% 32%

名取名取が丘校 1,308 0 80% ※１

小牛田 3,373 7,000 165% 194%

利府 5,498 1,300 76% 36%

利府富谷校 1,645 0 85% ※１

利府塩釜校 1,467 0 98% ※１

迫 3,892 4,090 118% 114%

岩沼（川崎ｷｬﾝﾊﾟｽを含む）

小松島 4,953 2,880 61% 80%

小松島松陵校 3,723 12,277 220% 341%

女川 4,085 21,872 222% 608%

秋保（高等部1学年のみ） 10,667 6,312 272% 175%

※１　上記のうち６校については、市町村立小中学校を一部借用又は県立特別支援学校と併設
　　しており、運動場や特別教室等を随時使用するなど、教育活動に支障がないよう調整して
　　いる。

※２　拓桃支援学校と西多賀支援学校については、障害特性に応じた教育活動が実施できるよ
　　う運動場ではなく、体育館を整備している。

3,936 4,061

3,825 0

5,333 0

充足率現有面積

※２

5,500 18,334

113%

509%

※２308%

217%

183%

168%
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(2) 老朽化への対応  

老朽化対策の実施に当たっては、今後の幼児児童生徒数の推移や狭隘化対策の

計画等を考慮した上で、地域ごとに特別支援学校の在り方を勘案しながら検討し

ていきます。  

具体的には、視覚支援学校は、昭和４３～４６年に整備した校舎が老朽化した

ことから、寄宿舎、屋内運動場の改築を完了させ、現在は校舎の改築工事を進め

ています。同様に、聴覚支援学校は、昭和４６～５３年に整備した校舎が老朽化

していることから、校舎、寄宿舎、屋内運動場等の改築設計に着手しています。 

このほか、船岡支援学校は、昭和４５～５４年に現在の校舎等が整備され、経

年による老朽化が進んでいることから、県南地域の狭隘化対策の計画等を考慮し

た上で、具体的な改築等の計画を検討していきます。 

 

３ 今後の整備計画  

 (1) 狭隘化対策  

優先

取組 
学校名等  内      容 

２  

小松島支援学校松陵

校への高等部設置及

び本校化  

(1)供用開始年度：令和７年度（分校供用開始：平成３０年度）  

(2)設 置 場 所：旧仙台市立松陵小学校（仙台市泉区松陵）  

(3)対 象 等：①知的障害児童生徒  

②規模：３２学級程度（１３０人程度）  

③学部：小学部・中学部・高等部  

(4)内     容：①小松島支援学校から独立、本校化  

②利府支援学校富谷校を本校化する小松島支援学

校松陵校の分校へ変更  

③小松島支援学校の学区の一部を、本校化する小

松島支援学校松陵校の学区へ変更  

２  

余裕教室の活用（名取

支援学校名取が丘校） 

※教室拡充  

(1)供用開始年度：令和７年度（分校供用開始：令和元年度）  

(2)設 置 場 所：名取市立不二が丘小学校（名取市名取が丘）  

(3)内     容：名取市から使用許可を受けて設置している名取  

支援学校名取が丘校について、使用許可の範囲を

広げ、名取が丘校の教室として使用できるよう整

備する。  

２  

余裕教室の活用（利府

支援学校塩釜校）  

※教室拡充  

(1)供用開始年度：令和７年度以降順次(分校供用開始：平成 29 年度) 

(2)設 置 場 所：塩竈市立第二小学校（塩竈市小松崎）  

(3)内     容：塩竈市から使用許可を受けて設置している利府支  

援学校塩釜校について、使用許可の範囲を広げ、塩

釜校の教室として使用できるよう整備する。  

２  

閉校した隣接小学校

校舎等の活用（古川支

援学校）  

(1)供用開始年度：令和８年度（予定）  

(2)設 置 場 所：旧大崎市立志田小学校（大崎市古川飯川）  

(3)内     容：隣接する旧大崎市立志田小学校の閉校後の校舎等  

を活用し、古川支援学校で必要な教室等を整備す

る。  

２  

県南地域における特

別支援学校の在り方

検討（角田支援学校・

角田支援学校白石校・

山元支援学校・船岡支

援学校）  

県南地域における知的障害特別支援学校の狭隘化の解消を図ると

ともに、経年により老朽化が進む船岡支援学校の校舎等に関する対策

を講じる必要があるため、今後の児童生徒数の推移や各学校の配置関

係、校舎等の建物の状況などを踏まえた上で、県南地域における特別

支援学校の在り方について検討していく。  
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優先

取組 
学校名等  内      容 

２  

仙台圏域における余

裕教室・遊休施設等の

活用検討（小松島支援

学校・利府支援学校） 

仙台圏域における知的障害特別支援学校の狭隘化の解消を図るた

め、児童生徒数の減少等を背景とした、県立高校や市町村立学校の閉

校後の跡地や余裕教室、その他県有財産の遊休施設等を活用し、特別

支援学校の分校を設置するなど教室等の整備を検討していく。  

 

 (2) 老朽化対策  

 

優先

取組 
学校名等  内      容 

２  
視覚支援学校校舎等

改築  

(1)供用開始年度：令和７年度  

(2)設 置 場 所：視覚支援学校（仙台市青葉区上杉）  

(3)対 象 施 設：校舎  

２  
聴覚支援学校校舎等

改築  

(1)供用開始年度：令和 11 年度（予定）  

(2)設 置 場 所：聴覚支援学校（仙台市太白区八本松）  

(3)対 象 施 設：校舎、屋内運動場、寄宿舎ほか  

２  

県南地域における特

別支援学校の在り方

検討（角田支援学校・

角田支援学校白石校・

山元支援学校・船岡支

援学校）  

※再掲  

県南地域における知的障害特別支援学校の狭隘化の解消を図ると

ともに、経年により老朽化が進む船岡支援学校の校舎等に関する対策

を講じる必要があるため、今後の児童生徒数の推移や各学校の配置関

係、校舎等の建物の状況などを踏まえた上で、県南地域における特別

支援学校の在り方について検討していく。  

２  その他の校舎改築等  
上記以外の特別支援学校についても、順次計画的に改築や長寿命化

改修等の老朽化対策を進めていく。  



 



Ⅳ　実施計画（前期）の施策体系

1 2 3 R7 R8 R9 R10 R11

Ⅰ　自立と社会参加

１関係機関の連携強化による切れ目ない支援の充実

○ 1

視覚障害・聴覚障害のある

乳幼児に対する教育相談充

実事業

特別支援教育課

・視覚支援学校、聴覚支援学校の乳幼児教育相談担当者の乳幼児の発達や障害に

係る専門性向上

・移動教育相談、オンライン教育相談の実施

・幼児教育施設、小学校等での研修会開催

・普及パンフレットの作成

○視覚障害、聴覚障害のある乳幼児とその保護者に対し、早期から質の高い教育相談の場等を提供する。

○ 主 特別支援教育課
・宮城県特別支援連携協議会の開催

・広域特別支援連携協議会の開催

○共生社会の実現を目指した共に学ぶ教育の推進に向けて、切れ目ない支援体制の確立に向けた施策の展

開と、県立特別支援学校のセンター的機能の強化、教員の専門性の向上を図る。

○ 主
特別支援教育課、総合

教育センター

・特別支援教育コーディネーターの役割についての講義

・校内体制についての研究協議

・各校種（幼、小、中、高、特支学）ごとのコーディネートの実際

・福祉と教育の連携

○特別支援教育コーディネーターの役割について基礎的理解を深めるとともに、特別支援教育の動向や

コーディネートの実際を学び、校内の特別支援教育の推進を図る。

主 3 発達障害児者総合支援事業 精神保健推進室

・発達障害者支援推進会議の開催

・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への技

術支援

・障害児等・家族・支援者への療育支援の実施

・ペアレント・プログラム等の実施支援と実施者養成

○ライフステージに応じて身近な地域で支援を受けられる体制構築に向け、発達障害者支援推進会議によ

る支援体制の検討、発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーを中心とした支援者支援

を進める。

○ ○ 4 研修研究事業
総合教育センター、教

職員課
・幼稚園等新規採用教員及び中堅教諭等の専門性の向上

〇新規採用教員としての実践的指導力と使命感の向上、中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭

として必要な資質の向上を図る。

○ 5 教育相談調査研究等事業 総合教育センター
・総合教育センター指導主事による定期巡回教育相談、要請教育相談、来所相

談、電話相談の実施

〇幼児児童生徒及びその保護者並びに教職員や学校を対象とし、様々な困難への対応等に係る教育相談を

実施し、支援する。

○ 再 6
障害児教育支援相談活動事

業
特別支援教育課

・障害児就学担当者説明会及び研修会の開催

・リーフレット「就学相談ガイド～よりよい就学のために～」の作成、活用

・市町村教育委員会へ特別支援教育コーディネーターの派遣

・就学支援の手引き改訂

〇特別な配慮や支援を必要とする幼児児童生徒の就学先の適切な決定に向け、特別支援教育コーディネー

ターの派遣や障害児就学担当者説明会及び研修会を開催するなど、積極的に市町村教育委員会を支援す

る。

再 7 就学支援審議会
特別支援教育課、市町

村教委
・市町村教育委員会の諮問に応じて就学支援審議会の開催

○市町村教育委員会が就学相談事業を進める際に生じる困難な事例について、医学、心理学、教育等の専

門家等の委員が審議し、各事例について助言を行う。

○ ○ ○ 8

自立と社会参加につながる

「共に学ぶ教育」推進モデ

ル事業

特別支援教育課、義務

教育課、高校教育課

・特別支援教育コーディネーター合同連絡会の実施

・外部専門家を活用した引継ぎの在り方検討

・外部専門家による研修等の実施

○小・中・高等学校いずれの学びの場においても多様な教育的ニーズに応じた教育方法や校内体制の確立

に向けた支援を行う。

○小・中連携及び中・高連携の強化に向けた取組を行うとともに「切れ目ない支援体制マニュアル」を開

発し、切れ目ない支援体制の構築について明示する。

○ 主 9
特別支援学校進路指導充実

事業

特別支援教育課、県立

特別支援学校

・特別支援学校地域連携協議会の開催

・各学校での講演会等の実施

・進路支援研修会の実施

○進路指導主事の資質の向上と関係機関のネットワークの構築、障害者雇用に係る理解啓発、地域支援等

を行い、教育、福祉、労働機関等との連携を図る。

○県立特別支援学校での講演会の実施率100%を目指す。

○ 10
特別支援学校における就労

定着支援
県立特別支援学校

・個別の教育支援計画の作成・活用

・就労した卒業生へのアフターケア

〇学校卒業後の就労・生活支援への円滑な移行を見通し、関係機関等と連携して一人一人のニーズに応じ

た支援のための「個別の教育支援計画」の活用に取り組む。また、生徒の就労先を訪問し、就労定着を支

援する。

２卒業後の心豊かな生活への円滑な移行を支援する体制の充実

再 11
宮城県特別支援学校文化祭

事業

特別支援教育課、県内

の特別支援学校

・作業製品販売会、ステージ発表

・特別支援学校パネル展示、特別支援学校紹介VTR放映

○県内特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の日頃の学習の成果を発表し、特別支援学校について広く県

民に啓発する。

12
学びを通じたみやぎの共生

社会推進事業
生涯学習課

・地域コンソーシアムの開催

・地域の実情に応じた学習プログラムの開発・実施

・まなびのWEB宮城による情報発信

○障害の有無によらず、誰もが安心して暮らせる地域社会を目指すほか、学校を卒業しても学び続けるこ

とができる持続可能で循環できる仕組みを形成する。

○ 13
特別支援学校における進路

支援・移行支援
県立特別支援学校

・将来を見通した「キャリア･パスポート」の活用

・個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成・活用

○児童生徒一人一人の進路希望に基づいた適切な学習支援と情報提供及び進学先等へのフォローアップを

行う。

○県立特別支援学校でのキャリアパスポート実施率100％を目指す。

○ 再 14
特別支援学校進路指導充実

事業

特別支援教育課、県立

特別支援学校

・特別支援学校地域連携協議会の開催

・各学校での講演会等の実施

・進路支援研修会の実施

○進路指導主事の資質の向上と関係機関のネットワークの構築、障害者雇用に係る理解啓発、地域支援等

を行い、教育、福祉、労働機関等との連携を図る。

○県立特別支援学校での講演会の実施率100%を目指す。

Ⅱ　誰一人取り残さない学校づくり

１多様な教育的ニーズに応じた学びの場の実現

○ 特別支援教育課 ・教室等の整備
〇県立特別支援学校の児童生徒数の増加に対応するため、県立特別支援学校の小規模維持補修に係る修繕

工事等を行う。

○
特別支援教育課、県立

特別支援学校
・視覚支援学校、聴覚支援学校（校舎改築に伴うもの）

〇県立特別支援学校の狭隘化等に対応するため、既存学校の余裕教室を活用した分校等の設置や老朽化し

た校舎等の改築を行う際に必要となる教材物品等を整備する。

○ 16 仮設校舎管理事業 特別支援教育課
・名取支援学校、利府支援学校、古川支援学校、小牛田高等学園の仮設プレハブ

校舎賃貸借
〇県立特別支援学校の狭隘化に対応するため、仮設プレハブ校舎を管理し、教育環境の改善を図る。

○ 17 校舎改築事業 施設整備課

・既存校舎等の改築や改修などの老朽化対策

・視覚支援学校の改築

・古川支援学校の長寿命化改修、旧大崎市立志田小学校の閉校後の校舎等の改修

・聴覚支援学校の改築

〇老朽化の著しい県立特別支援学校について、計画的に建替・大規模改修等を行う。また、児童生徒数が

増加している古川支援学校の狭隘化の解消を図るため、隣接する旧大崎市立志田小学校の閉校後の校舎等

を活用し、必要な教室等を整備する。

実施年度
取組方針・達成目標取組内容実施機関事業名

障害児地域教育充実事業

優先取組 番

号

再

掲

目

標

特別支援教育総合推進事業2

15
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Ⅳ　実施計画（前期）の施策体系

1 2 3 R7 R8 R9 R10 R11

実施年度
取組方針・達成目標取組内容実施機関事業名

優先取組 番

号

再

掲

目

標

○ 再 18 学校巡回指導事業
特別支援教育課、総合

教育センター

・指導主事による県立特別支援学校の教育課程、学習指導等に関する指導及び支

援の実施

○各校３年に１回の訪問指導とし、指導主事と学校現場の教員が一体となって協働による授業づくりを推

進する。

○各校の課題に応じた研修会及び授業検討会等を実施し、特別支援学校における教員の授業力向上と児童

生徒への指導及び支援の充実と改善を図る。

19 教育課程の研究 特別支援教育課

・特別支援教育課程中央説明会への教員派遣

・特別支援教育課程宮城県説明会の実施

・特別支援学校教育課程研究協議会の実施

○学習指導要領に基づく教育課程の編成・実施に関して理解を深めるとともに、それらの内容について研

究協議を行い、特別支援教育の充実と改善を図る。

○ ○ ○ 主 20 特別支援教育総合推進事業
特別支援教育課、総合

教育センター

・個別の教育支援計画活用支援事業

・特別支援学校専門性向上研修会の開催

・インクルーシブ教育研修会の開催

○共生社会の実現を目指した共に学ぶ教育の推進に向けて、切れ目ない支援体制の確立に向けた施策の展

開と、県立特別支援学校のセンター的機能の強化、教員の専門性の向上を図る。

○ ○ 主 21 居住地校学習推進事業

特別支援教育課、義務

教育課、県立特別支援

学校、市町村教委、

小・中学校等

・居住地の小・中学校の児童生徒との交流及び共同学習の実施

・教育事務所及び各校担当者による連絡会議の実施

○県立特別支援学校の児童生徒と居住地の小・中学校の児童生徒との交流及び共同学習を通して、学校生

活の充実等、地域における特別支援教育に対する理解促進を図る。

○令和１１年度実施率目標値４３％の達成を目指すとともに、中学校での実施率を３０％から令和１１年

度には３８％にする。

22 高等学園等合同学校説明会
特別支援教育課、県内

特別支援学校

・学校紹介

・各学校ブースでの相談対応

○中学校特別支援学級等の生徒及びその保護者や関係者を対象に、高等学園等の特色や魅力を発信し、生

徒の主体的な進路選択を支援する。

○ 23
県立学校ICT機器整備推進事

業
教育企画室、県立学校

・県立学校の大型掲示装置（プロジェクタ等）の更新

・県立特別支援学校の入出力支援装置の整備・更新

〇県立学校の授業等教育活動に資するＩＣＴ機器の整備・更新を行い、ICT環境の充実を図ることで、教

職員及び児童生徒のICT利活用を推進する。

○ 24
教育情報ネットワーク運用

事業
教育企画室、県立学校

・県立学校情報ネットワーク（SWAN）の運用管理

・県立学校の校内無線アクセスポイントの更新

〇教育の情報化を背景として、県立学校の情報インフラを統合的に管理・運用を行うことで、各学校に等

しく安定的かつ快適なネットワーク環境の充実を図る。

○ 25

特別な支援を要する児童生

徒に対するICT活用教育推進

事業

特別支援教育課
・機器、教材（アバターロボット、AIドリル）の整備

・ＩＣＴ支援員の派遣

○特別な配慮や支援を必要とする児童生徒の教科指導におけるＩＣＴ機器活用推進による学校教育の質の

向上や、切れ目ない学びと学習の質を確保するために、個別最適な学びの提供と在籍校とのつながりと学

習の継続を図る。

○AIドリルR7年主体的に取り組む割合100%

26
校内教育支援センター支援

事業

義務教育課、教育事務

所、市町村教委、小・

中学校等

・学び支援教室の設置

・研修会、連絡会議の実施

・市町村教育委員会の要請による別室支援員の派遣

・市町村で配置する支援員への補助

○学校に登校していない児童生徒、教室で過ごすことに不安を抱える児童生徒等の社会的自立を目指し、

学習支援と自立支援を図る学び支援教室等の校内教育支援センターを組織的に運営することで、学校に登

校していない児童生徒等への支援の充実を図る。

○ ○ 主 27

自立と社会参加につながる

「共に学ぶ教育」推進モデ

ル事業

特別支援教育課、義務

教育課、高校教育課

・児童生徒一人一人の多様な教育的ニーズに応じた教育方法の検討と実践

・外部専門家による研修会等の実施

○小・中・高等学校いずれの学びの場においても多様な教育的ニーズに応じた教育方法や校内体制の確立

に向けた支援を行う。

○小・中連携及び中・高連携の強化に向けた取組を行うとともに「切れ目ない支援体制マニュアル」を開

発し、切れ目ない支援体制の構築について明示する。

○ ○ 28 通級による指導の推進

特別支援教育課、義務

教育課、高校教育課、

市町村教委、小・中学

校等、高等学校等

・学級担任等と通級による指導担当教員の連携

・小・中学校等，高等学校等での切れ目ない通級による指導の実施
〇通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が通級による指導を受けられる体制を構築する。

○ 再 29
学びの多様性を活かした教

育プログラム開発事業

特別支援教育課、高校

教育課

・学びの多様性を活かした教育プログラムの開発

・発達障害理解研修会の実施

○県立高校と連携し、発達障害の可能性のある児童生徒の学びを支援するための教育プログラムの開発を

行う。また、教員を対象とした発達障害の可能性のある児童生徒の特性や指導法等についての研修会を行

う。

30
入院生徒に対する教育保障

体制整備事業
高校教育課

・入院生徒への訪問指導、遠隔教育に係る機器整備

・医教連携コーディネーターの配置
〇学習意欲がありながら、長期療養のため通学することが困難な高校生に対する学習機会を補償する。

○ 主 31 医療的ケア推進事業
特別支援教育課、県立

特別支援学校

・看護師の配置

・看護師及び教員に対する医療的ケアに関する研修会の開催

・医療的ケア運営会議の開催

・指導的役割を担う看護師の育成等に関する検討

〇県立特別支援学校において、医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が安心して学校生活を送ることがで

きるよう、必要な看護師を配置するとともに、医療的ケアコーディネーターを中心とした校内の医療的ケ

アの実施体制を整備する。

○ 32
医療的ケア児通学支援モデ

ル事業

特別支援教育課、県立

特別支援学校
・通学時の介護タクシーへの看護師の同乗・医療的ケアへの対応

〇県立特別支援学校において、医療的ケアを必要とすることにより通学が困難な児童生徒及びその家族の

負担軽減を図るため、介護タクシーに看護師が同乗し、通学を支援する取組をモデル的に実施する。

再 33
小児慢性特定疾病児童等自

立支援事業
疾病・感染症対策課

・小慢さぽーとせんたーの設置・運営（委託）による相談支援

・講演・研修会の開催、情報提供等

〇小児慢性特定疾病児童等及びその家族、関係者に対して、必要な情報の提供や助言、関係機関との調整

を行うほか、疾病に係る情報提供及び周知啓発を行い、相談支援体制を整備することにより、小児慢性特

定疾病児童等及びその家族の日常生活上での悩みや不安等の解消、適切な療養の確保、自立心の確立を図

る。

再 34
医療的ケア児等支援体制整

備推進事業
精神保健推進室

・宮城県医療的ケア児等支援検討会議（協議の場）の開催

・医療的ケアコーディネーターの配置による医療型短期入所サービス利用希望者

への支援、事業所対象研修等の開催

・医療的ケア児等相談支援センターの設置・運営による相談支援、支援者等への

研修、医療的ケア児等コーディネーターの養成

〇医療的ケア児等とその家族が直面する課題の抽出や支援内容の検討、相談対応や地域の支援者の研修を

通じ、医療的ケア児者が身近な地域で支援を受けることができる体制を整備する。

○医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者への情報提供や事業所への研修等を通じ、医

療的ケア児者が必要時にサービスを利用できる体制を構築する。

２学習の質を高めるための教員の専門性向上

○ 35 研修研究事業
総合教育センター、教

職員課
・校種、職種、階層、経験年数等ごとの研修の開催 〇総合教育センター研修等による特別支援教育に係る専門性や指導力の向上

36
県立特別支援学校外部専門

家活用事業

特別支援教育課、県立

特別支援学校
・外部専門家の配置

○教育相談体制を充実させ、いじめの未然防止や事案発生時の対応、学校に登校していない幼児児童生徒

への支援等について、教員へ助言等を行う。また、震災による心のケアが必要な幼児児童生徒が在籍する

県立特別支援学校にスクールカウンセラーを配置する。

○ 37 教職員免許法認定講習 教職員課 ・特別支援学校教諭普通免許状取得のための講座の開設

〇特別支援学校教諭普通免許状取得のための講座を開設し、同免許状の保有率向上を図る。

○計画期間が令和8年度末までとなっている免許法認定講習開設計画について、令和9年度以降の次期開

設計画を策定し、免許状の取得を促進する。
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Ⅳ　実施計画（前期）の施策体系

1 2 3 R7 R8 R9 R10 R11

実施年度
取組方針・達成目標取組内容実施機関事業名

優先取組 番

号

再

掲

目

標

○ 主 38
学びの多様性を活かした教

育プログラム開発事業

特別支援教育課、高校

教育課

・学びの多様性を活かした教育プログラムの開発

・発達障害理解研修会の実施

○県立高校と連携し、発達障害の可能性のある児童生徒の学びを支援するための教育プログラムの開発を

行う。また、教員を対象とした発達障害の可能性のある児童生徒の特性や指導法等についての研修会を行

う。

○ 主 39 学校巡回指導事業
特別支援教育課、総合

教育センター

・指導主事による県立特別支援学校の教育課程、学習指導等に関する指導及び支

援の実施

○各校３年に１回の訪問指導とし、指導主事と学校現場の教員が一体となって協働による授業づくりを推

進する。

○各校の課題に応じた研修会及び授業検討会等を実施し、特別支援学校における教員の授業力向上と児童

生徒への指導及び支援の充実と改善を図る。

40 教育研修等推進事業 特別支援教育課 ・文部科学省や国立特別支援教育研究所等が実施する会議・研修への派遣

○全国並みの教育水準の確保と教職員の質の向上を図るため、初等中等教育の振興に資することを目的

に、文部科学省や国立特別支援教育研究所等が主催する研修などに教職員を派遣し、その研修の成果を伝

達、普及する。

○ 再 41 特別支援教育総合推進事業
特別支援教育課、総合

教育センター

・特別支援教育コーディネーターの役割についての講義

・校内体制についての研究協議

・各校種（幼、小、中、高、特支学）ごとのコーディネートの実際

・福祉と教育の連携

○特別支援教育コーディネーターの役割について基礎的理解を深めるとともに、特別支援教育の動向や

コーディネートの実際を学び、校内の特別支援教育の推進を図る。

○ ○ 再 42

自立と社会参加につながる

「共に学ぶ教育」推進モデ

ル事業

特別支援教育課、義務

教育課、高校教育課

・児童生徒一人一人の多様な教育的ニーズに応じた教育方法の検討と実践

・外部専門家による研修会等の実施

○小・中・高等学校いずれの学びの場においても多様な教育的ニーズに応じた教育方法や校内体制の確立

に向けた支援を行う。

○小・中連携及び中・高連携の強化に向けた取組を行うとともに「切れ目ない支援体制マニュアル」を開

発し、切れ目ない支援体制の構築について明示する。

再 43 発達障害児者総合支援事業 精神保健推進室

・発達障害者支援推進会議の開催

・発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への技

術支援

・障害児等・家族・支援者への療育支援の実施

・ペアレント・プログラム等の実施支援と実施者養成

○ライフステージに応じて身近な地域で支援を受けられる体制構築に向け、発達障害者支援推進会議によ

る支援体制の検討、発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネジャーを中心とした支援者支援

を進める。

Ⅲ　誰もが認め合う地域づくり

１共生社会の実現を目指した理解促進

○ ○ 再 44 居住地校学習推進事業

特別支援教育課、義務

教育課、県立特別支援

学校、市町村教委、

小・中学校等

・居住地の小・中学校の児童生徒との交流及び共同学習の実施

・教育事務所及び各校担当者による連絡会議の実施

○県立特別支援学校の児童生徒と居住地の小・中学校の児童生徒との交流及び共同学習を通して、学校生

活の充実等、地域における特別支援教育に対する理解促進を図る。

○令和１１年度実施率目標値４３％の達成を目指すとともに、中学校での実施率を３０％から令和１１年

度には３８％にする。

主 45
宮城県特別支援学校文化祭

事業

特別支援教育課、県内

の特別支援学校

・作業製品販売会、ステージ発表

・特別支援学校パネル展示、特別支援学校紹介VTR放映

○県内特別支援学校に在籍する幼児児童生徒の日頃の学習の成果を発表し、特別支援学校について広く県

民に啓発する。

46
障害者雇用官民連携強化事

業
雇用対策課

・障害者雇用支援のつどいの開催

・障害者雇用要請

〇障害者を積極的に多数雇用した事業所、職業人として成果の著しい障害者に対して表彰を行い努力を称

えるとともに周知することで、障害者雇用の促進と安定に資する。

〇宮城県、仙台市、宮城労働局、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部が連携し、県内の経済

団体及び事業主に対し、障害者の雇用促進・維持に関する要請を行うことで、障害者の雇用促進とその職

業の安定を図る。

○ 47
地域と連携したインクルー

シブ教育推進事業

特別支援教育課、県立

特別支援学校

・コミュニティ･スクールの指定

・地域と連携した多様な取組の支援

○県立特別支援学校に学校運営協議会を設置し、地域と連携しながら魅力ある学校づくりに取り組むこと

により、障害のある幼児児童生徒を地域全体で健やかに育む体制づくりを行うとともに、地域におけるイ

ンクルーシブ教育の推進と共生社会の実現を図る。

48 学校評価事業
特別支援教育課、県立

特別支援学校
・学校評議員の委嘱、学校評議員会の開催

○自校の教育活動、学校運営についての自己評価及び学校評議員による学校関係者評価を実施し、開かれ

た学校づくりを推進する。

○ ○ ○ 再 49 特別支援教育総合推進事業
特別支援教育課、総合

教育センター

・個別の教育支援計画活用支援事業

・特別支援学校専門性向上研修会の開催

・インクルーシブ教育研修会の開催

○共生社会の実現を目指した共に学ぶ教育の推進に向けて、切れ目ない支援体制の確立に向けた施策の展

開と、県立特別支援学校のセンター的機能の強化、教員の専門性の向上を図る。

２市町村教育委員会へのサポート

○ 50 研修研究事業 総合教育センター ・特別支援教育コーディネーター研修会の開催
○福祉と教育の連携により特別支援教育コーディネーターの専門性の向上を図る。（子ども総合センター

との共催）

○ 再 51 特別支援教育総合推進事業 特別支援教育課
・宮城県特別支援連携協議会の開催

・広域特別支援連携協議会の開催

○共生社会の実現を目指した共に学ぶ教育の推進に向けて、切れ目ない支援体制の確立に向けた施策の展

開と、県立特別支援学校のセンター的機能の強化、教員の専門性の向上を図る。

○ 主 52
障害児教育支援相談活動事

業
特別支援教育課

・障害児就学担当者説明会及び研修会の開催

・リーフレット「就学相談ガイド～よりよい就学のために～」の作成・活用

・市町村教育委員会へ特別支援教育コーディネーターの派遣

・就学支援の手引き改訂

〇特別な配慮や支援を必要とする幼児児童生徒の就学先の適切な決定に向け、特別支援教育コーディネー

ターの派遣や障害児就学担当者説明会及び研修会を開催するなど、積極的に市町村教育委員会を支援す

る。

主 53 就学支援審議会
特別支援教育課、市町

村教委
・市町村教育委員会の諮問に応じて就学支援審議会の開催

○市町村教育委員会が就学相談事業を進める際に生じる困難な事例について、医学、心理学、教育等の専

門家等の委員が審議し、各事例について助言を行う。

○ 再 54 医療的ケア推進事業 特別支援教育課 ・地域における医療的ケア支援体制整備研修会の開催
〇医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が地域の小・中学校等へ就学できる環境を整備するため、研修会

等を通して市町村教育委員会への支援を行う。

主 55
小児慢性特定疾病児童等自

立支援事業
疾病・感染症対策課

・小慢さぽーとせんたーの設置・運営（委託）による相談支援

・講演・研修会の開催、情報提供等

〇小児慢性特定疾病児童等及びその家族、関係者に対して、必要な情報の提供や助言、関係機関との調整

を行うほか、疾病に係る情報提供及び周知啓発を行い、相談支援体制を整備することにより、小児慢性特

定疾病児童等及びその家族の日常生活上での悩みや不安等の解消、適切な療養の確保、自立心の確立を図

る。

主 56
医療的ケア児等支援体制整

備推進事業
精神保健推進室

・宮城県医療的ケア児等支援検討会議（協議の場）の開催

・医療的ケアコーディネーターの配置による医療型短期入所サービス利用希望者

への支援、事業所対象研修等の開催

・医療的ケア児等相談支援センターの設置・運営による相談支援、支援者等への

研修、医療的ケア児等コーディネーターの養成

〇医療的ケア児等とその家族が直面する課題の抽出や支援内容の検討、相談対応や地域の支援者の研修を

通じ、医療的ケア児者が身近な地域で支援を受けることができる体制を整備する。

○医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者への情報提供や事業所への研修等を通じ、医

療的ケア児者が必要時サービスを利用できる体制を構築する。
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